
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「化学物質管理強調月間」は、令和６年４月から化学物質規制が幅広い

産業に適用されたこと等を契機に、職場における危険・有害な化学物質管

理の重要性に関する意識を高め、化学物質管理活動を定着させることを

目的に創設され、令和７年２月に初めて実施されます。 

 

労働安全衛生法令の改正で、規制対象物が、危険有害性が確認されてい

る物質全て※に拡大されます。 
※ 現状の約 890物質から順次拡大し、令和８年４月には約 2,300 物質となり、その後

も危険有害性が確認された物質が追加されていきます。 

これまで危険性・有害性のある物質について、その情報が物質を使う人

には伝達されていなかった、あるいは、伝達されても使う人が適切な取り

扱いをしていなかったことが原因で、職場の労働災害がなかなか減りま

せんでした。 

今回の改正では、使用する化学物質を適切に理解し、使用時のリスクを

低減させながら、化学物質による労働災害を少しでも減らしたいという

想いがあります。 

 

【令和６年度「化学物質管理強調月間」スローガン】 
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